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     講義・演習概要（シラバス） 

第３部課程第１０５期（平成 26年７月８日～７月 31日） 

課 目 名 行政法 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

一橋大学副学長・教授 

高橋 滋 

＜プロフィール＞ 

昭和 51年 東京大学法学部卒業 

昭和 56年 一橋大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学 

徳島大学専任講師・助教授、一橋大学法学部助教授を経て 

平成 7年 一橋大学法学部教授 

現在   一橋大学大学院法学研究科教授・国際・公共政策大学院教授(兼任) 

一橋大学副学長(企画・評価、法務担当) 

ね ら い 

行政法は、行政活動に対する授権と統制に関する法規を対象とするものである。

本講義では、行政法上の最近の話題（改正のポイント、判例等）について理解

することをねらいとする。 

講 義 概 要 

Ⅰ講義題目「行政法をめぐる最近の課題‐行政不服審査制度等の改革」 

①全体として一日の午前中を用いた講義であること、②最近の重要な制度改正

について、解説を加えるのが目的とされている講義であること、に鑑み、今国

会に法案が提出され、現在、審議中であり、成立が見込まれる行政不服審査法

案、同整備法案、行政手続法改正法案、について、そのポイントを講義するこ

ととする。 

Ⅱテキスト等 

テキストは特に用いない。レジュメ等を用いて解説する。ただし、予習として、

現行の行政不服審査法、行政手続法について、公務員として必要とされる教養

程度の知識は予め身に付けておかれることを望む。 

 

受講上の注意 
特にない。 

使 用 教 材 講義レジュメ等を用いる。 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
 

 


